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川崎市教育委員会では、次のとおり川崎市立聾学校高等部（聴覚障害教育部門）の生徒を募

集します。 

川崎市立聾学校高等部（聴覚障害教育部門）では、聴覚障害を有する生徒に対し、高等学校に

準じた教育を行うとともに、その障害に基づく種々の困難を改善・克服し自立するために必要な教

育を行います。 

１ 
志願資格 

 

入学者選抜の志願資格を有する方は、次の項目の全てに該当する方とします。 

ア 原則として本人及び保護者（親権者又は後見人をいいます。）が市内に居住する方 

イ 

①中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学校中学部を卒業

又は修了した方（令和８年３月３１日までに卒業又は修了する見込みの方を含

みます。） 

②①と同等以上の学力があると認められた方 

ウ 
両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル以上の方のうち、補聴器等の使用によっ

ても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度の方 

エ 
川崎市立聾学校が実施する「特別支援学校への志願資格を確認するための相談

（志願相談）」を済ませた方 

オ 原則として、自力で通学が可能な方 

２ 
募集地域 

原則として川崎市全域 

３ 
募集人数 

１６人程度（普通科・ライフクリエイト科） 

４ 
願書配付 

場所 川崎市立聾学校 

配付期間 

及び時間 

令和７年１２月１日（月）～１２月８日（月）の課業日  

午前９時～午後４時 

５ 
願書提出 

場所 川崎市立聾学校 

募集期間 

及び時間 

令和８年１月７日（水）～ １月９日（金） 

午前９時～午後４時 

願書提出の手続き 

次に示す書類を川崎市立聾学校の校長（以下「校長」といいます。）に提出して、手続

きを行ってください。 

（１）入学願書（川崎市立聾学校指定のもの）  

（２）調査書（調査書は在籍校から川崎市立聾学校に送付書と一緒に簡易書留で郵送

します。１月９日（金）消印有効） 

（３）面接用紙（川崎市立聾学校指定のもの） 

６ 
併願の禁止 

他の川崎市立特別支援学校、神奈川県立特別支援学校又は神奈川県内の他の公立特別

支援学校との併願は、認めません。 

７ 
選抜日 

選抜日 
令和８年１月１５日（木） 

※選抜予備日 令和８年１月１６日（金）以降に校長が指定します。 

場所及び時間 
川崎市立聾学校高等部 

午前８時４５分～午後４時の学校が指定する時間 
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８ 
選抜内容 

（１）学力検査 

（２）面接（受検者本人及び保護者） 

（３）その他校長が指定する内容 

９ 
選抜方法 

選抜日当日の「選抜内容」の結果を踏まえ、川崎市立聾学校高等部（聴覚障害教育部

門）に入学することの適否について校長が決定します。 

10 
持参する物 

（１）受検票  （２）筆記用具  （３）上履き 

11 
合格者の発表 

令和８年１月２６日（月）午前１０時～午後４時に、合格通知書を川崎市立聾学校事

務室にて直接お渡しします。 

12 
入学許可 

入学許可は、合格者に対し、校長が合格通知書を交付して行います。 

13 
入学手続 

◆ 合格通知書の交付を受けた方は、速やかに所定の手続きを行ってください。 

◆ 令和８年２月１０日（火）入学説明会に参加してください。 

14 
その他 

◆ ご不明な点や高等部第２学年・第３学年への転入学等については、川崎市立聾学 

校に直接お問い合わせください。 

◆ 問合せ先 

〒211-0053 川崎市中原区上小田中３－１０－５ 

０４４－７６６－６５００（教頭） 

０４４－７６６－５１７４【ファックス】 

 

 


